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 第 16 回  熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録 

 

平成26年３月10日（月曜日） 

            午前９時59分開議 

            午前11時58分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

――――――――――――――― 

出席委員（16人） 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 鬼 海 洋 一 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 山 口 ゆたか 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 泉   広 幸 

        委  員 緒 方 勇 二 

        委  員 九 谷 高 弘 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  環境生活部       

         部 長  谷 﨑 淳 一 

                環境局長  村 山 栄 一 

政策調整審議員兼 

環境政策課課長補佐 久 保 隆 生 

  環境局環境立県推進課長 福 田   充 

            環境保全課長  松 田 隆 至 

          自然保護課長 江 上 憲 二 

廃棄物対策課長  坂 本 孝 広 

首席審議員 

     公共関与推進課長  中 島 克 彦 

  企画振興部 

交通政策・情報局審議員兼 

交通政策課課長補佐 財 津 和 宏 

商工観光労働部 

     新産業振興局長  高 口 義 幸 

新産業振興局産業支援課長  奥 薗 惣 幸 

エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

  農林水産部 

            生産局長  渡 辺 弘 道 

                水産局長  鎌 賀 泰 文 

政策調整審議員兼 

農林水産政策課課長補佐 宮 本   正 

    生産局農業技術課長  松 尾 栄 喜 

        園芸課長 古 場 潤 一 

          畜産課長  矢 野 利 彦 

  農村振興局農地整備課長  小 栁 倫太郎 

   森林局森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

      林業振興課長 小 宮   康 

      森林保全課長 本 田 良 三 

      水産局水産振興課長  平 岡 政 宏 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

  水産研究センター所長  梅 﨑 祐 二 

  土木部 

土木技術審議監兼 

      河川港湾局長  渡  邊   茂 

    土木技術管理課長  西 田   浩 
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    道路都市局審議員兼 

      道路整備課課長補佐  吉 良 忠 暢 

        審議員兼 

      都市計画課課長補佐  太 田 雅 道 

審議員兼 

  都市計画課景観公園室長  坂 五 秀 一 

           下水環境課長  軸 丸 英 顕

河川港湾局河川課長  持 田   浩 

        港湾課長  松 永 信 弘 

   建築住宅局建築課長 坂 口 秀 二 

        審議員兼 

建築課建築物安全推進室長 清 水 照 親 

   教育委員会事務局 

        義務教育課長  緒 方 明 治 

  企業局 

   総括審議員兼次長兼 

         総務経営課長  古 里 政 信 

   審議員兼総務経営課 

    荒瀬ダム撤去室長 平 田 智 昭 

        工務課長  福 原 俊 明 

   警察本部 

           交通部参事官  髙 山 広 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 聖 哉 

   議事課主幹     黒 岩 雅 樹 

――――――――――――――― 

午前９時59分開議 

○森浩二委員長 ただいまから、第16回環境

対策特別委員会を開催いたします。 

 なお、本委員会に２名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとい

たします。 

 では、お手元に配付の委員会次第に従い、

付託調査事件を審議させていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 議題１、産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、２、有明海・八代海の環境の

保全、改善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件及び３、地球温暖化対策に

関する件について、一括して執行部から説明

を受け、その後、質疑は議題ごとに行いたい

と思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いします。 

 また、説明者は、着座にて説明をお願いし

ます。 

 それでは、産業廃棄物処理施設の公共関与

推進に関する件について、公共関与による管

理型最終処分場の整備について説明をお願い

します。 

 

○中島公共関与推進課長 公共関与推進課で

ございます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 公共関与による産業廃棄物最終処分場の整

備について、１の目的は省略をし、本年度最

後の委員会でございますので、この１年間を

総括して、２の今年度の取り組みを御報告い

たします。 

 本年度は、何と申しましても、本事業最大

の目標でありました建設に着工することがで

き、大きな節目の年とすることができまし

た。 

 (1)の工事関係に記載のとおり、７月に着

工し、敷地内の造成工事、雤水集排水施設工

事などを順次実施し、現在、覆蓋施設工事、

防災調節池や埋立地内のり面のコンクリート

吹きつけ工事に取りかかっています。 

 (2)の安全推進委員会でございますが、安

全推進委員会は、地域の生活環境保全のた

め、処分場の建設及び運営の安全を確認する

ことを目的として、環境整備事業団を事務局

とし、県及び地元代表者で構成するもので

す。６月と12月に開催をし、工事内容やスケ

ジュールの説明、さらに地元住民の方による

現場視察会を行い、御理解をいただいており

ます。 

 (3)の地元への説明でございますが、地元
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住民のみならず、南関町及び和水町議会全員

協議会におきまして、工事の状況や地域振興

策の取り組みを説明して御理解をいただいて

おります。 

 (4)の地域振興策関係ですが、地域の安全

確保や魅力アップのために、各種事業に取り

組んでおります。 

 ①の南関、和水を通る県道大牟田植木線に

ついては、歩道整備が余り進んでいないた

め、緊急性及び必要性の高い区間で整備を進

めています。一部区間で設計を終え、工事に

着手するとともに、用地買収を進めておりま

す。 

 次のページをお願いします。 

 ②の南関町、和水町への交付金事業です

が、両町が実施する地域の魅力向上や生活改

善に資する事業に対し、交付金を交付してい

ます。それぞれの町で、町道の整備、堰の改

修、公民館の改修等、地元要望に対応した事

業を進めていただいております。 

 また、米印に記載しております町道米田鬼

王線については、町の計画町道ですが、将来

処分場へのアクセス道路として一部重なりま

すので、その区間を町から受託して整備する

ものです。現在、測量と詳細設計を実施して

おります。 

 (5)の施設名称の決定ですが、処分場が地

域から愛され、県民の皆様に親しんでいただ

けるようにと、名称の募集を行い、全国から

767件もの多数の応募をいただきました。こ

の中から選定委員会の審議を経て、２月に

「エコアくまもと」と決定いたしました。 

 これは、環境との調和をあらわすエコと中

心を意味するコアを組み合わせてエコアと

し、県の環境保全と環境教育の拠点であるこ

とを表現しています。また、英文字表記に

は、Environment Center Of Refuse Edu

cation、廃棄物と教育に関する環境施設とい

う意味もあわせ含まれております。 

 (6)のメガソーラーの導入につきまして

は、くまもと県民発電所構想の中で事業主体

の募集を行い、昨年12月に事業者を決定いた

しました。処分場の供用開始に合わせ、発電

が開始される予定です。 

 次のページをお願いします。 

 (7)のその他ですが、視察対応用の新パン

フレットを作成し、また、地元に「工事だよ

り」を随時発行、配布し、理解促進に努めて

おります。 

 次に、３の来年度の取り組みですが、工事

については、引き続き雤水集排水施設や覆蓋

施設の工事を実施するとともに、遮水工工事

などを順次実施してまいります。 

 また、安全推進委員会も定期的に開催し、

工事内容の説明や現地視察などを通して、安

全を確認していただくこととしております。 

 今後とも、地元の皆様から信頼されるよ

う、安全かつ丁寧に取り組んでまいります。 

 次のカラーページをお願いいたします。 

 参考資料として、現在の工事状況写真を添

付しております。 

 ごらんいただきますと、７月の着工から９

カ月ほど経過をしておりますが、おおむね埋

立地内の成形が整い、覆蓋施設の柱の工事等

に今取りかかっております。工事は着々と進

んでおります。 

 終わりに、本事業は、平成18年３月に南関

町を建設地として決定して以来、今日８年の

月日を経過しております。その過程におきま

しては、大変厳しい状況もございましたが、

本年度着工という本事業最大の節目を迎える

ことができました。委員の皆様方から御指

導、御支援をいただきましたことに改めて御

礼を申し上げまして、この１年の総括とさせ

ていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

○森浩二委員長 次に、有明海・八代海の環

境の保全、改善及び水産資源の回復等による

漁業の振興に関する件について、①有明海・
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八代海の再生に係る提言への対応について説

明をお願いします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 特別委員会からいただきました提言に沿っ

て取り組んでいる施策を９ページにかけて一

覧表にしております。関係部局におきまし

て、それぞれ取り組みを進めておりますが、

本日は、黒丸をつけております９項目につい

て御説明させていただきます。 

 それでは、資料に沿って各担当課から順次

説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○軸丸下水環境課長 下水環境課です。 

 資料10ページをお開き願います。 

 提言項目、海域環境への負荷の削減に対す

る生活排水処理施設の整備促進と適切な維持

管理の取り組みについて御説明いたします。 

 まず、１の取り組みの概要ですが、平成32

年度末での汚水処理人口普及率を90％にまで

高めることなどを目標に、地域特性に適した

生活排水処理施設の整備を促進し、あわせて

整備した施設が十分に汚濁負荷削減の機能を

発揮できるように、下水道等への早期接続や

浄化槽の適正管理の実施を推進してまいるこ

ととしております。 

 次に、２の取り組み実績の欄をごらんくだ

さい。 

 24年度末の汚水処理人口普及率は82.2％

で、実際に生活排水を適正に処理している割

合を示す汚水適正処理率は72.9％でございま

した。 

 今年度も、県は、県民の皆様、市町村と役

割を分担して、地域の実情に適した生活排水

処理施設の整備を進めてまいりました。 

 特に、25年度には、新たに接続率が低い市

町村が行う下水道や集落排水施設への接続促

進の取り組みを支援する制度の創設や、必要

な県有施設での合併処理浄化槽への転換工事

を集中実施いたしたところでございます。 

 さらに、県民の皆様に、下水道等への接続

あるいは浄化槽の適正管理の推進などについ

て御理解と御協力をいただくため、熊本市な

ど県内７カ所で開催されたイベントに参加

し、直接ＰＲ活動を行いました。 

 次に、３の26年度の取り組み予定でござい

ますが、生活排水対策の事業費は、県と市町

村と合わせておおむね176億円程度となる見

込みでございます。 

 県の施設でございます３カ所の流域下水道

では、安定した処理機能を維持するために、

必要な改築更新、耐震化、増設、高度処理化

を進めます。 

 浄化槽につきましては、市町村設置型浄化

槽の整備促進と単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への転換促進に対する助成措置を充実

させて一般事業化し、支援の重点化を図りま

す。また、必要な県有施設での合併処理浄化

槽転換は、本年度で全て完了いたします。 

 26年度も、積極的な普及啓発活動を継続し

て進めます。さらに、25年度に新設をした生

活排水適正処理重点推進事業を拡充し、下水

道等への接続率が低い市町村が行う接続率向

上の取り組みに対する支援を続けてまいりま

す。 

 下水環境課は以上です。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 家畜ふん尿の適正管理の継続についてでご

ざいます。 

 平成16年11月から施行されました家畜排せ

つ物の管理の適正化及び利用の促進に関する

法律に基づき、家畜排せつ物について、引き

続き適正管理を推進しております。 

 ２の平成25年度の取り組み実績でございま

すが、新たな不適正処理の発生を防止するた
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め、巡回指導を行うとともに、ビニールシー

トなどによります簡易対応で家畜排せつ物管

理を行っている畜産農家に対しましては、施

設の整備など経営形態に応じた対応を推進し

てまいりました。 

 また、毎年11月を畜産環境保全月間と位置

づけまして指導強化を行い、巡回指導などに

よりまして、農家への意識啓発を行ってまい

りました。 

 ３の平成26年度の取り組み予定でございま

すが、新たな不適正管理の発生の防止や堆肥

舎の適正管理等を図るため、随時巡回指導を

継続してまいります。 

 また、11月を畜産環境保全月間といたしま

して、市町村、農業団体と連携して農家を巡

回し、意識啓発、理解醸成を指導してまいり

ます。 

 畜産課からは以上でございます。 

 

○松尾農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 資料の15ページをお願いいたします。 

 農薬・化学肥料の使用総量の削減でござい

ますけれども、１の①のとおり、環境に配慮

した農業への取り組みを、くまもとグリーン

農業としまして展開し、農薬や化学肥料の削

減に取り組んでおります。特に、23年度から

は県民を挙げた取り組みへと力を入れており

ます。 

 ２の平成25年度の取り組み実績でございま

すが、５月１日に、26団体から成ります推進

本部会議を開催しまして、25年度の取り組み

計画等を決定いたしております。11月５日に

は、330名の参加を得まして、理解促進に向

けた県民大会を開催いたしました。 

 また、グリーン農業に取り組みます生産者

の生産宣言、それから消費者ですとか企業等

の応援宣言が、本年１月末で１万6,566件と

なりますなど、順調に進んでいると思ってお

ります。 

 26年度につきましては、このグリーン農業

の生産宣言、応援宣言の拡大を図りますとと

もに、表示マークですとかホームページを積

極的に活用しながら、くまもとグリーン農業

を生産面、消費面から盛り上げ、引き続き農

薬や化学肥料の使用量の削減に取り組んでま

いります。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 資料の18ページをお願いします。 

 海域環境への負荷の削減という提言につき

まして、複合養殖技術の開発に取り組んでお

ります。 

 内容は、２つでございます。 

 １つは、魚類養殖場周辺で窒素とかリンを

吸収する海藻の養殖技術の確立を図っており

ます。あと１つは、赤潮プランクトンを摂餌

する二枚貝の養殖技術の開発に取り組んでお

ります。  

 平成25年度の取り組み実績ですが、２番に

書いておりますとおり、ヒトエグサ、通称ア

オサと言っておりますが、この種を人工的に

培養する技術に成功しました。その種を網に

付着させまして種網を作成し、現在、水俣

市、天草の宮野河内地先におきまして、養殖

試験を実施中でございます。今のところ天然

の種と遜色ないという状況になっておりま

す。 

 アサリの養殖技術につきましては、７月か

ら、殻長6ミリから10ミリのアサリ稚貝を使

いまして、養殖試験をしております。現在、

大きさは20ミリから24ミリと倍以上の大きさ

になっておりますが、生残率は半分程度にな

っております。 

 平成26年度の取り組み予定ですが、引き続

き、ヒトエグサの種の培養技術の向上に取り

組む予定でございます。より大量に、より安

定的に培養する試験を行いまして、技術の向
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上を図りたいと思っております。アサリにつ

きましても、さらに生残、成長のいい養殖方

法について、継続して試験する予定にしてお

ります。 

 続きまして、23ページをお願いします。 

 干潟や海底等の保全・改善につきまして、

藻場の再生試験に取り組んでおります。 

 藻場というものは、環境の浄化等に非常に

効果がありますので、これをいかにふやすか

ということが課題になっております。 

 本年度の取り組み実績ですが、２番に書い

ておりますとおり、天草富岡の保護水面にお

きまして、藻場の分布量をモニタリングしま

した。５月に行った結果では、平成23年の３

分の１という分布量でございました。 

 アマモにつきましては、牛深におきまし

て、７月に、アマモにおける生物生産の状況

について調査しております。また、種を採取

しまして、その種を現在苗に育て既に20セン

チから30センチほど伸びておりますが、この

株が1,000株ほどできております。来週、牛

深におきまして、海に植えつける予定にして

おります。 

 また、これまでの調査研究に基づきまし

て、漁業者のためのアマモ造成マニュアルを

作成しております。 

 来年度の取り組みですが、引き続き、天草

西海におきまして、藻場の生息状況、藻場の

減尐要因についての調査を行います。 

 また、アマモにつきましては、本年つくり

ますマニュアルに基づきまして、県下全域に

技術の普及、指導を行う予定にしておりま

す。 

 水産研究センターからは以上でございま

す。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料、引き続きまして24ページをお願いし

ます。 

 提言項目は、干潟や海底等の保全・改善に

係る干潟等の漁場環境改善のための事業の充

実で、施策は、干潟の耕うん、作澪、覆砂、

藻場造成等の事業の実施でございます。 

 １の施策の概要は、干潟等の漁場環境改善

のため、覆砂や藻場造成等を行うものでござ

います。 

 ２の平成25年度の取り組み実績欄に本年度

の取り組みを記載しておりますが、耕うんに

つきましては、長洲町沖及び熊本市沖の２カ

所におきまして、水深20メーター程度の海底

の耕うんを実施し、耕うん前後の生物量や底

質の変化を調査しております。 

 県営覆砂では、熊本市から宇土市地先にお

ける５地区において、合計43.3ヘクタールの

造成が昨年10月上旪に完成いたしました。ま

た、翌年度へ事業を繰り越して、熊本市及び

宇土市地先において、２地区24ヘクタール

を、また、八代市地先で、１地区５ヘクター

ルの造成を26年３月中に発注予定としており

ます。 

 藻場につきましては、天草郡苓北町地先に

おける2.7ヘクタールの造成が２月に完了い

たしました。 

 26年度の取り組みにつきましては、３、平

成26年度の取り組み実績欄をごらんくださ

い。 

 耕うんにつきましては、有明海北部及び南

部の２カ所において、水深20メーター程度の

海底４平方キロメートルの耕うんを実施し、

引き続き、クルマエビなどの生息環境の改善

状況に関する調査を行ってまいります。 

 県営覆砂では、先ほどの繰り越し事業で実

施する20ヘクタールに加えまして、荒尾市、

長洲町、熊本市及び宇土市地先における４地

区において、合計11ヘクタールを造成予定で

す。また、八代市地先では、荒瀬ダム上流の

堆積砂を用いて４ヘクタールの造成を予定し

ております。 

 さらに、藻場につきましては、天草市亓和
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町地先において１ヘクタールの造成を予定い

たしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○平岡水産振興課長 39ページをお願いいた

します。 

 海域特性等に対応した適切なノリ養殖管理

の推進という施策でございます。 

 １の施策の概要等の①の取り組み概要です

が、生産者に対して、漁場環境やノリの生育

状況の情報を提供するとともに、高水温傾向

や病害の多発など近年の状況の変化に適応で

きるよう、適切な養殖管理の指導を行うとい

うものでございます。 

 ②の課題ですが、養殖開始直後である育苗

期の高水温傾向など、養殖漁場環境が変化し

ていることから、養殖スケジュールや養殖管

理手法そのものを大きく見直す必要があると

いうことでございます。 

 ２の平成25年度の取り組み実績の(1)です

が、高水温環境下での養殖スケジュールの見

直しについて、組合長会議などで、環境変化

の状況や消費動向、経費や労力の視点を踏ま

え、その必要性や有効性について啓発を行っ

ております。 

 その結果、今年漁期の種つけは、県内統一

して、水温23度Ｃ未満の適水温期である10月

19日に一斉に実施されました。その後良好な

海況にも恵まれ、漁期前半は順調な生産が行

われましたが、１月下旪から、栄養塩の低下

による色落ちが深刻な状況となっており、生

産量の減尐と品質の低下等による単価の下落

も見られております。 

 (2)ですが、生産量の確保や品質向上を図

るため、県漁連、漁協、関係市町と連携し、

栄養塩量、プランクトンの発生、病害等に関

する情報を養殖業者に随時提供し、適切な養

殖管理について指導を行っております。さら

に、平均単価アップやコスト削減を図るた

め、今後の養殖スケジュールの統一や協業化

を推進するための指導を行っております。 

 ３の平成26年度の取り組み予定ですが、適

水温期での採苗、育苗が、県全体で取り組む

ことができるよう、指導していくこととして

おります。また、価格が低迷する一方で、燃

油価格の上昇など、生産コストの増大が漁家

の経営を圧迫していることから、平均単価の

上昇とコスト削減の両面から検討を加え、利

益向上につながるような養殖手法の改善を指

導していくこととしております。さらに、経

費削減のための協業化を推進するため、先進

地研修や勉強会を開催するとともに、協業化

のための計画づくりを行うこととしておりま

す。 

 続きまして、44ページをお願いいたしま

す。 

 諫早湾干拓事業に係る中・長期開門調査の

実施についてでございます。 

 前回の報告から状況が変わったところにつ

いて御説明いたします。 

 ２の平成25年度の取り組み実績の(8)です

が、平成25年12月20日に、福岡高裁の確定判

決での開門調査の開始期限を迎えましたが、

調査が実施されなかったことから、九州農政

局に対し、まずは口頭で開門調査についての

本県の考え方を伝えております。 

 その内容は、このページの中ほどになりま

す②の課題に示してありますが、福岡高裁の

確定判決に基づき、十分な対策を講じた上で

できるだけ早く開門調査を実施し、有明海、

八代海の再生方策を示すことというもので

す。 

 次に、(9)ですが、12月24日、福岡高裁確

定判決の原告漁業者、これは佐賀県と長崎県

の漁業者になりますが、国が開門するまで１

日当たり１億円の制裁金を支払わせる間接強

制を佐賀地裁に申し立てております。 

 (10)ですが、12月26日に、国に対しまし

て、先ほど説明いたしました本県の考え方を

改めて要望書として提出しております。 



第16回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成26年３月10日) 

 - 8 - 

 (11)ですが、平成26年１月９日、国は、長

崎地裁に対して、開門差しとめ仮処分決定に

対する異議申し立てを、また、佐賀地裁に対

して、漁業者が申し立てた間接強制――これ

は、先ほど言いました１日当たり１億円の制

裁金の支払いですが、間接強制に対する請求

異議の訴えと裁判所による開門の強制執行停

止の申し立てを行っております。 

 (12)ですが、１月17日に、(11)に説明した

内容について、九州農政局から本県に説明が

あっております。 

 (13)ですが、２月４日、開門調査に反対す

る農業者や地元住民らが、長崎地裁に対し

て、国が開門した場合に制裁金2,500億円の

支払いを求める間接強制を申し立てておりま

す。 

 ３の平成26年度の取り組み予定ですが、国

の責任において十分な対策をとって、なるべ

く早く開門調査が実施されるよう、引き続き

国に求めていくこととしております。 

 また、有明海、八代海の再生を図るため、

国と関係県が同じテーブルで再生方策を検討

できるよう、国等に働きかけを行ってまいり

ます。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 42ページをお

願いします。 

 有明海・八代海再生の研究の重点化につい

て御説明申し上げます。 

 現在、水産研究センターでは、赤潮、貧酸

素水塊の調査、魚介類、ノリの調査など、有

明海、八代海再生に向けて、さまざまな研究

を行っております。 

 特に、平成25年度の取り組み実績につい

て、２点ほど御説明いたします。 

 ２番に書いておりますとおり、１つは、食

用藻類増養殖技術開発試験でございます。 

 先ほど申しました、ヒトエグサ、ヒジキ、

トサカノリの食用藻類の人工採苗技術、増養

殖技術等についての研究を進めております。 

 また、重要貝類資源回復事業におきまして

は、アサリ、ハマグリの分布状況を調査し、

関係市町、漁協へ情報提供し、資源管理や漁

場管理の取り組みを指導しております。 

 平成26年度の取り組みですが、水産研究セ

ンターでは、研究評価会議、研究推進委員会

の意見、要望等を取り入れながら、より効果

的、効率的な調査研究を推進していきます。 

 また、引き続き、食用藻類増養殖技術開発

試験、重要貝類資源回復事業など、有明海、

八代海の再生に向けた研究に精いっぱい取り

組んでいく予定にしております。 

 以上でございます。 

 

○平岡水産振興課長 済みません、私がちょ

っと進行を間違えまして、44ページを先に進

めさせていただきました。申しわけありませ

ん。 

 

○森浩二委員長 次に、有明海・八代海再生

に向けた県計画に関する平成26年度事業につ

いて説明をお願いします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 45ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海再生に向けた熊本県計画に

関する平成26年度事業についてでございま

す。 

 表に、１の水質等の保全に関する事項から

９の調査研究等の推進まで県計画に定めます

事項別に、平成26年度に取り組む事業数及び

予算額を記載しております。 

 右のほうで、事業数、予算額を括弧書きし

ておりますのは、複数の事項にまたがる事業

を重複して計上しているものでございます。

重複を除きますと、平成26年度は、58事業、

約221億円の事業に取り組んでまいります。 

 本年度当初予算が、約194億円の予算規模
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でございましたので、約27億円の増額となっ

ております。これは、流域下水道整備事業や

河川改修事業における事業費の増加、種苗生

産施設整備事業の実施などによるものでござ

います。 

 46ページ以降に個別の事業概要を添付して

おりますが、説明は省略させていただきま

す。 

 26年度事業に関する説明は以上でございま

す。 

 

○森浩二委員長 次に、地球温暖化対策に関

する件について、地球温暖化対策に関する提

言への対応について説明をお願いします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料58ページをお願いいたします。 

 特別委員会からいただきました提言に関す

る取り組み状況につきまして、黒丸をつけて

いる項目を中心に、関係課から御説明させて

いただきます。 

 引き続き、59ページをお願いいたします。 

 事業活動における取り組みの推進でござい

ます。 

 太字で書いている部分を中心に御説明させ

ていただきます。 

 まず、２の平成25年度の取り組み実績欄の

(ｱ)でございますけれども、これは、提言を

受けまして平成22年度から開始をいたしまし

た地球温暖化の防止に関する条例に基づきま

す計画書制度の運用状況でございます。 

 ①の事業活動温暖化対策計画書は、概要欄

に記載しておりますが、事業者が温室効果ガ

ス削減目標やそのための取り組みを計画書に

定めて県に提出する制度でございまして、事

業者の自主的な温暖化対策を促進するもので

ございます。 

 ②のエコ通勤環境配慮計画書は、同じく概

要欄でございますが、事業者が従業員の自家

用車による通勤に伴う温室効果ガス削減の取

り組みを計画書に定めて県に提出するもので

す。 

 ③の建築物環境配慮計画書は、同じく概要

欄でございますが、環境配慮型の建築物を普

及するために、床面積などの一定規模以上の

新築、増改築を行う建築主が計画書を作成し

県に提出するものです。 

 それぞれの計画書とも、計画書の提出を義

務づけている事業所だけでなく、趣旨に賛同

して任意に提出する事業所もあるなど、着実

に制度が普及してきているものと考えており

ます。 

 ただし、①の事業活動温暖化対策計画書の

平成24年度実績欄に記載しておりますけれど

も、対象事業者の排出量実績は、前年度の23

年度に比べまして、約27.6％の増加となって

おります。これは、９月の委員会で御報告を

いたしました県全体の排出量が増加している

傾向と同じく、火力発電が増加したことによ

る影響があらわれているものと考えておりま

す。 

 次に、60ページをお願いいたします。 

 (ｲ)の事業者への情報提供、支援について

でございます。太字の部分を御説明します。 

 (d)のくまもとライトダウン＋(プラス)の

実施でございますが、国の節電要請の時期に

合わせまして、夏に６回、冬に３回実施をい

たしました。延べ2,810施設に参加いただ

き、約４万7,000キロワットの削減効果があ

ったと見込まれます。ちなみに、この４万7,

000キロワットは、約4,000世帯の１日分の電

力使用量に相当するものでございます。 

 次、(e)の国の再生可能エネルギー等導入

推進事業を活用した防災拠点等への再生可能

エネルギー等の導入につきましては、本年

度、17市町村、19施設、１民間施設に補助を

行いまして、太陽光パネルや蓄電池などの導

入が進められました。 

 (f)の中小企業への省エネ設備導入支援に
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つきましては、19件の補助を実施しまして、

ＬＥＤ照明やスマートメーターの導入が進め

られました。 

 61ページをお願いいたします。 

 来年度の取り組み予定でございます。 

 (ｱ)の計画書制度につきましては、引き続

き事業所の自主的取り組みが進むように、適

切に運用してまいります。 

 (ｲ)の事業者への情報提供、支援につきま

しては、(a)に記載しておりますくまもとら

しいエコライフを推進する県民運動が、事業

所にもビジネスライフスタイルとして定着す

るように、(b)以下に記載しております関連

施策と連携しながら取り組んでまいります。 

 事業活動における取り組み推進について

は、以上でございます。 

 

○財津交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 資料の63ページをお願いします。 

 公共交通機関の利用促進でございますが、

今年度の取り組み実績について、ポイントを

絞って説明させていただきます。 

 まず、(1)ノーマイカー通勤運動の強化等

でございます。 

 (ｴ)の電気自動車等の普及促進の(a)でござ

いますが、急速・普通充電器の設置につきま

して、公募や地域振興局からの推薦を受け、

設置候補地の選定を行いまして、去る12月に

設計委託を行ったところでございます。 

 (b)でございますが、昨年６月に、本田技

研工業と低炭素型社会の実現と地域の活性化

を目的とした包括協定を締結し、超小型モビ

リティーの普及をテーマに、社会実験を実施

してまいりました。ことし１月に、県民の方

々を対象に、試乗会を開催したところでござ

います。来年度は、市町村と協力し、県民の

方々を交えた社会実験を実施することとして

おります。 

 次に、(3)の乗り継ぎの円滑化でございま

す。 

 (ｱ)パークアンドライドの利用促進でござ

いますが、駐車場の契約状況等については、

県ホームページに掲載し、毎月更新を行って

おります。右の表にように、現在10カ所で実

施しておりますが、１月末現在で、契約台数

は377台、稼働率は69％となっております。 

 64ページをお願いいたします。 

 (b)のパークアンドライドの周知・広報で

ございます。 

 まず、④の事業所に対しましては、まだま

だ認知度が低いことから、社内報等への情報

掲載、また、ポスター掲示等による広報を依

頼しております。 

 また、⑤の現在運用中の駐車場事業者に対

しましては、それぞれの駐車場が持つ問題点

の対応策を提案するなどの働きかけを行って

おります。 

 また、⑥の住民の方々に対しましては、こ

れまでの広報活動に加え、新たに稼働率が低

い駐車場の一定範囲において、広報活動の実

施について検討を進めております。 

 次、(ｲ)の実施箇所の拡大についてでござ

いますが、熊本市近郊において、駅、バス停

周辺の駐車場や商業施設の立地状況調査の結

果、パークアンドライドの可能性が高いＪＲ

豊肥本線沿線について、今後検討を進めるこ

ととしております。 

 (ｳ)のＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナ

ーの試験運行でございます。 

 運行開始から、ことし１月までの利用者数

は、12万2,000人余となりまして、１日当た

りの利用者数も着実に増加しております。 

 最後に、65ページをお願いいたします。 

 平成26年度の取り組み予定でございます。 

 公共交通機関の利用促進に向け、来年度

も、(1)のノーマイカー通勤運動の強化等、

また(2)のバス路線再編の協議の支援、そし

て(3)の乗り継ぎ円滑化に引き続き取り組ん

でまいります。 
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 交通政策課は以上でございます。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 66ページをお願いいたします。 

 (3)の家庭における取り組みの強化でござ

います。 

 ２の平成25年度の取り組み実績欄をお願い

いたします。 

 (ｲ)の広報・イベントの実施でございます

けれども、県主催の総ぐるみくまもと環境フ

ェア2013を、12月14、15の２日間、グランメ

ッセ熊本で開催いたしました。体験イベント

やクイズラリーなどを行いまして、両日で約

１万人の県民に御参加いただきました。 

 次に、(ｴ)の家庭の省エネアドバイス講座

でございますけれども、地域の方が公民館な

どで環境学習を実施される機会に合わせまし

て、家庭における省エネのコツなどを個別に

アドバイスをするアドバイザーを派遣してお

ります。年度内に６回派遣する予定としてお

ります。 

 67ページをお願いいたします。 

 (ｸ)の地球温暖化防止活動推進員の活動支

援でございます。 

 この活動推進員は、地域で学習会を開催す

るなど温暖化防止活動を実践するボランティ

アでございまして、県内で82名を任命してお

ります。この推進員の皆さんとの意見交換会

を県内５カ所で実施をいたしました。 

 68ページをお願いいたします。 

 来年度の取り組み予定についてでございま

す。 

 (1)のライフスタイルの転換に向けた啓発

につきましては、(ｱ)に記載しておりますく

まもとらしいエコライフが定着するように、

ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進本部と

連携して取り組んでまいります。 

 また、(2)の行動を促す仕組みといたしま

して、本年度から開始をいたしました九州版

炭素マイレージ制度につきまして、九州各県

と連携して、広く周知を図りながら実施して

まいります。 

 家庭における取り組みの強化は以上でござ

います。 

 

○森浩二委員長 次に、地球温暖化対策に関

する平成26年度事業について説明をお願いし

ます。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 説明資料の72ページをお願いいたします。 

 地球温暖化対策に関する平成26年度事業に

ついてでございます。 

 下の表に、(1)の温室効果ガス排出削減対

策の推進から、(5)の市町村における温室効

果ガス排出削減の推進まで、県の環境基本計

画に定めております５つの事項別に、26年度

に取り組む事業数、予算額を記載しておりま

す。事業数、予算額を括弧書きしております

のは、複数の事項にまたがる事業を重複計上

しているものでございます。重複分を除きま

すと、平成26年度は、50事業、約55億円の事

業に取り組んでまいります。 

 本年度当初予算は、約60億円の予算規模で

ございましたので、約５億円の減額となって

おります。これは、林業専用道整備事業の当

初予算計上額が減額になっていることによる

ものでございますが、国の経済対策が講じら

れましたことから、25年度２月補正予算で前

倒しして５億円を計上しておりまして、これ

を含めれば、昨年度と同等程度の予算規模と

なっているところでございます。 

 73ページ以降に個別の事業概要を添付して

おりますが、説明は省略させていただきま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部からの説明が
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終わりました。まず、産業廃棄物処理施設の

公共関与推進に関する件について質疑はあり

ませんか。 

 

○氷室雄一郎委員 ３ページですけれども、

ちょっとメガソーラーの導入で。 

 私、議会でも尋ねたんですけれども、大体

正確な数字が出ていると思うんですけれど

も、この建設費用と自己資金、金融関係から

の資金、県民ファンド、ある程度の明確な数

字が出ていると思うんです。それをちょっと

お示し願いたい。 

 ２点目は、今後、県のこれに関する関与と

役割について、啓発なり周知徹底の事業も必

要だと思うんですけれども、その２点につい

てちょっとお尋ね……。 

 

○中島公共関与推進課長 まず、県民発電所

の規模でございますが、事業主体のほうから

お伺いをして、現時点で、計画段階で伺って

いる範囲でお答えを申し上げますと、まず、

発電設備の出力が約2,000キロワット、２メ

ガぐらいに相当するんでしょうか。それか

ら、推定の年間発電量が約212万キロワット

アワー、１年間です。一般家庭の約375世帯

分の年間電力消費量相当というふうにお聞き

をしております。それから、建設費が計画時

点で５億5,000万程度、売電収入が20年間で

約15億、それから経費が約10億8,000万とい

うふうにお聞きをいたしております。 

 

○氷室雄一郎委員 割合はどうなっています

か。自己資金といいますか、大体３つの割合

になっとるんでしょう。 

 

○山下エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 割合については、今事業者のほうで構成に

ついて検討されておりまして、おおむね自己

資金について２割程度、県民からの募集等に

ついて１割、その残りについては金融機関等

ということで伺っておりますけれども、今最

終調整をされているという状況でございま

す。 

 

○氷室雄一郎委員 ２点目の今後県の役割と

果たすべき責任について、どういうことを考

えておられる。 

 

○山下エネルギー政策課長 この施設につき

ましては、県民発電所ということで、県民に

よる県民のための発電所ということで、資金

の一部については、県民からの出資を募って

いただくということと、もう１つ、この収益

から得られた一部につきまして、地域に貢献

をしていただくということをしていただくよ

うにしておりまして、県のほうといたしまし

ても、その地域貢献について一部支援をさせ

ていただきたいというふうに考えておりま

す。 

 それと、県民発電所の第１号いわゆる天草

東高校につきましても、今予定をしておりま

すけれども、県民発電所第１号になりますの

で、広く、環境教育とかいろんな視察等がご

ざいましたときに、積極的に県のほうでＰＲ

をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○氷室雄一郎委員 また今後、これから詰め

ていかれる期間が尐しあるということですか

ね。 

 

○山下エネルギー政策課長 はい。 

 

○氷室雄一郎委員 わかりました。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかに質疑は

ありませんか。 

 

○内野幸喜委員 この最終処分場ですね。地
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元の方々の理解と、そして、その理解を得る

ために、県の皆さん方の努力があってやっと

ここまで来たんだと思います。「エコアくま

もと」というこの名前の応募も700件以上あ

ったというふうに先ほどありましたけれど

も、その中で、７番のその他ですね。 

 県内外からの視察に対応するため、新たな

工事パンフレットを作成したとありますけれ

ども、今現在、非常に注目されているところ

だと思いますので、視察も多いのかなという

気もするんですけれども、今現在、視察とい

うのはどれぐらいあるのかとか、その辺をち

ょっとお聞かせいただければなというふうに

思います。 

 

○中島公共関与推進課長 視察については、

正確に今カウントしておりませんけれども、

大変多うございます。現在でも、大体毎週、

県外からも含めて、工事の状況、それからこ

れまでの経緯、そういうことを勉強しにお見

えになっておりますので、恐らく今後相当視

察はふえていくものと思っております。 

 

○内野幸喜委員 その視察対応というのは、

基本的にはどこがやってらっしゃるんです

か。 

 

○中島公共関与推進課長 今は、うちの職員

と、それからＪＶの職員とで合同して、連携

をして視察対応に努めております。 

 

○内野幸喜委員 そこで、この処分場の供用

開始後は、県北の環境教育の拠点の場という

方針だと思いますけれども、できる前も、例

えば地域の学校に通っている児童生徒の見学

というのは、建設段階で考えているんです

か。 

 

○中島公共関与推進課長 基本的には、たく

さんおいでいただきたいと思っております

が、いかんせん、今大きな重機も動いており

ますので、小さな子供さんたちといいます

か、小さな生徒さんあたりは、どうかなと思

っております。ただ、近々、大学の工学部の

生徒諸君は視察に来たいというような意向を

持っておられますので、その辺は積極的に受

け入れてまいりたいと思っております。 

 

○内野幸喜委員 これは要望でいいんですけ

れども、安全が確保されれば、地元の小中学

生なんかにも見学していただくと、より身近

に感じて、でき上がったときの感慨も、また

違うと思うんですね。そういう対応もしてい

ただければなと思います。 

 それから、もう１ついいですか。さっきの

県民発電所の件ですね。 

 これは、さっき20年で15億という話があり

ましたけれども、今後、若干買い取り価格が

下がると、この間も出てましたけれども、こ

れは下がる前の段階での見通しなんですか。

そこはどうなんですか。 

 

○山下エネルギー政策課長 この県民発電所

については、今年度の価格、具体的に言いま

すと、キロワット当たり37.8円の価格の適用

で手続を進めていただいております。 

 先生おっしゃるとおり、新聞等では、37.8

円が36円に下がるんじゃないかとか、税抜き

で33円台になるのではないかという話がござ

いますが、何とか今年度の価格適用で手続を

進めていただいております。 

 

○内野幸喜委員 わかりました。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 ないですか。なければ、次

に行きます 

 それでは次に、有明海・八代海の環境の保
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全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件について質疑はありません

か。 

 

○西岡勝成委員 今、ノリの色落ちの状況

が、平成に入って最悪というような状況で、

最後はその質問になっていくんですが、この

前牛深の栽培センターに行ってきました。ク

マモト・オイスターの稚貝が、何十万個か何

百万個か、生けすの中で、ちょうど砂みたい

に２～３ミリの形ですけれども、私が見た感

じじゃ、長さが15メーターぐらい幅が５メー

ターぐらいのプラスチックのタンクの中に、

まさしく砂みたいに生かしてあったんです。

それは何ですかと聞いたら、たしかメーカー

はヤマハだったと思いますけれども、何か水

流を入れ込んで、プランクトンをばんばんば

んばんその中に入れ込んで稚貝を泳がせとる

と。 

 そして、熊本県に今２基あるという話を聞

いてきたんですが、ああいう形でやると、ア

サリなんて何万個て飼えるんじゃないかな。

単純に、覆砂なんかせぬで、海の上でプラン

クトンを取り込んで、効率的に養殖といいま

すか、そういうのができるんじゃないかなと

思ったことが１つで、その機械というもの

が、将来どういうふうに生かされていく。 

 例えば、太陽光を使って、もちろんスクリ

ューを回さないと水流が起きませんから、そ

ういうことも含めて、大々的にそういう方向

性というものは見出せないのかなと思ったこ

とが１つと、赤潮は、富栄養化した海の中で

発生をして、今度名前がユーカンピアという

プランクトンらしいですけれども、それが大

量に富栄養化した栄養塩を食べると。それで

ノリの分がなくなって色落ちするというよう

な話で、なかなかメカニズムがわからないん

ですが、ノリの養殖とアサリ養殖というの

は、二律背反するんじゃないかというような

感じもしないでもないんですけれども、その

辺はどうですか。まず２つ。 

 

○平岡水産振興課長 まず、二枚貝のいわゆ

る飼育している水槽の利活用でございます

か、先生の御質問。オイスターを生産してい

る機械の利活用についてということですか。 

 

○西岡勝成委員 だから、そういう機械で、

例えばアサリ養殖なんかもできるんじゃない

ですかね。 

 

○平岡水産振興課長 現在、委員が言われて

いるのは、フラプシーというものでして、こ

れは海上に浮かべまして、クマモト・オイス

ターとかアサリを――中間育成といいまし

て、小さなサイズから、オイスターの場合は

10ミリサイズまで、アサリもそうですけれど

も、10ミリサイズまでそこで育てるという機

械でございます。 

 これは、強制的に海水をずっと導入するこ

とで、海水中のプランクトンをその飼育槽の

中に強制的に入れて、それを餌として育てる

ということです。二枚貝につきましては、餌

がプランクトンですので、例えば陸上で飼育

する場合は、そのプランクトンを培養しない

といけないと。そういったところで非常に施

設の整備とかコストがかかるということで、

その中間育成の部分をいかにコストを下げて

つくるかというところで今試験を行っている

ところでございます。 

 アサリへの応用につきましては、一昨年広

域大水害が発生した後に、アサリの母貝をま

きつけるという事業をやりましたけれども、

このときになかなか県内産のアサリを確保で

きなかったということがあります。県外から

のアサリを持ってきて、それを移植したわけ

ですけれども、今後そういった状況が起きた

ときに、いわゆる県外産を持ち込みますと、

病気を一緒に持ち込んだりとかそういったリ

スクもありますので、県内産の親を使ってそ
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ういう人工種苗を安くつくって、それをまき

つけてそれを母貝として育てていこうという

ような形で、今フラプシーの試験を行ってい

るところです。それを使って最初から最後ま

で養殖をするとなると、かなりまたそこでコ

ストがかかってきますので、現時点ではそう

いった形で中間育成に使っているという状況

でございます。 

 それから、ユーカンピアの話ですかね。 

 委員おっしゃったように、今回ノリの色落

ち被害が発生しています。このユーカンピア

というのは、適水温といいますか、ふえる水

温の範囲が非常に広いということ、それから

塩分濃度も非常に適した範囲が広いとか、あ

とは栄養塩が尐ない状況でもふえるという非

常に厄介なプランクトンでございます。 

 ことしは、１月に入ってから日照時間が例

年に比べて長かったということが要因ではな

かろうかというふうに、水研センターのほう

からそういう話を聞いておりまして、だんだ

んこういうプランクトンが発生してきます

と、養殖できる期間が短くなっていくという

状況でございます。 

 

○西岡勝成委員 アサリとノリの養殖は。 

 

○平岡水産振興課長 今言いましたのは、ユ

ーカンピアという、これは珪藻というプラン

クトンですが、こういうプランクトンをアサ

リとかそういう二枚貝が食べるということ

で、アサリとかそういった二枚貝をふやすこ

とでノリの色落ちが防げないかというような

ことで、そういったことを試験的に水研セン

ターのほうでやっているところです。 

 

○西岡勝成委員 最初の質問は、要するに今

一千何百万と言ったの、あの１基。それで、

あのぐらいでどのぐらいの――私がちょっと

聞いた感じじゃ、立ち話だったですからあれ

ですけど、稚貝で100万個ぐらいあの１槽の

中におると。はあと思って、私はびっくりし

て帰った。クマモト・オイスターで何ミリま

でできますか。 

 

○平岡水産振興課長 今のところ10ミリサイ

ズまで飼育をして、それを母貝としてアサリ

を海にまきつけているというような状況…

…。 

 

○西岡勝成委員 10ミリサイズで何個ぐら

い。 

 

○平岡水産振興課長 済みません、ちょっと

水研センターに聞きまして、200万個まで１

基で生産できるということです。 

 

○西岡勝成委員 10ミリサイズ。わかりまし

た。 

 いろいろ試験を重ねて、カキも、栄養塩を

プランクトンは食べるわけですから、ぜひ拡

大をしてほしいと思いますし、今度の赤潮

も、やっぱり要件がなかなか――今、日照時

間とか栄養塩とか、そういうのも言われまし

たけれども、こういうのは過去にも何回かあ

っているんですか。 

 

○平岡水産振興課長 ユーカンピアの発生

は、昨年もあったと思います。 

 

○西岡勝成委員 だんだん発生率が高まって

きとるとか、そういう状況なんですか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 ユーカンピア

は、例年ですと、大体２月後半から３月によ

くふえてきた種類でございますが、ことしは

１月に発生したということで大きな影響が出

ております。先ほど平岡課長が言いました

が、はっきりとしたメカニズムはわかりませ

んが、１月の気象条件が非常にふえるのに適

していたのが一つの要因ではないかと思って
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おります。 

 

○山口ゆたか委員 39ページに関連してなん

ですが、今、色落ち被害にどう対処するか、

難しいところかもしれませんけれども、先

日、意見交換等を通じて、ノリの製品にごみ

が入るということをちょっと聞く機会があっ

て、生産者としても、人による目視によるご

みを取り除いたりとか、機械も導入している

んだが、なかなかそれが厳しいんだという意

見を聞くことができました。 

 そういった中で、県として、何か支援いた

だけるというか、今の段階でできることをや

ってほしいなと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

 

○平岡水産振興課長 なかなか、そういうご

みをとる機械についての個人のそういった施

設の支援というのは難しいわけですけれど

も、水産サイドとしては、水域環境クリーン

アップ事業とか、水産多面的機能発揮対策事

業とか、そういった形で、ごみをとるそうい

った事業への支援ができるというふうに思い

ますので、また漁業者といろいろ話をしなが

ら、そういった事業の活用等を進めたいとい

うふうに思っています。 

 

○山口ゆたか委員 確かに、現時点ではとい

うお考えかもしれないですけれども、製品に

なって返品されて返ってくるというのは、か

なりノリの生産者としては厳しいと思うんで

すよね。もう一回そこは漁業者としっかり向

き合って、どういうことができるのか検討し

ていただきたいということを要望しておきま

す。 

 

○吉永和世委員 24ページの耕うんの先ほど

御説明あったんですが、県内２カ所、長洲町

と熊本市沖で水深20メートルの耕うんを行っ

たということで、調査結果というのが出てい

るんだったら御説明をいただければと思うん

ですが。調査したとは御報告ありましたけれ

ども、内容が……。 

 

○平岡水産振興課長 平成21年度から26年度

までの事業でございまして、これは農政局か

らの委託をさらに県漁連に委託しているとい

う事業でございます。毎年、そこにあります

けれども、４平方キロメートル程度の耕うん

を行っておりまして、調査の結果から、耕う

ん回数が多いほど底質が改善し、底生生物、

それから水生生物の個体数が増加する傾向が

確認できたということでございます。ただ、

調査海域によっては、ちょっとその辺の変化

が見られないところもありますけれども、一

応これをまとめてそういった結果が出ており

ます。 

 

○吉永和世委員 これは覆砂をして何年かた

ってから耕うんという形になるんですかね。 

 

○平岡水産振興課長 これは干潟の耕うんと

は違いまして、ここに書いてありますけれど

も、ノリの浮き流し漁場の下水深20メートル

前後の海底を耕うんしているということで、

かなり泥分等がふえてきているという状況で

ありますので、こういったところの耕うんを

行っているという状況でございます。 

 

○吉永和世委員 この耕うん技術というの

が、よりいい技術というのが開発されること

によって、そこら辺の――これは20メーター

ですけれども、浅いところ、干潟とか、そう

いったところの耕うんに対しても、すごくい

い影響が出るとするならば、技術開発という

のは非常にメリットがあるのかなというふう

に思うんですけれども、そこら辺の耕うん技

術の開発という面に関しては、何か考えは持

ってらっしゃるんですか。 

 



第16回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成26年３月10日) 

 - 17 - 

○原田漁港漁場整備課長 今のは海底の耕う

んなんですけれども、覆砂をやった後のいわ

ゆるメンテナンス耕うんですね。現在、ある

漁協においては、トラクターで攪拌するよう

なことをやっておられるところもあります。

先ほどの海底耕うんではないんですけれど

も、今試験的にやっている中で、耕うんのや

り方としては、オレンジという、すかすかに

なった歯ぐし型になったような機械ですね。

あれでもみほぐすことよって漁場がどう変わ

るかというのを、今試験的に施工といいます

か、漁場をつくりまして、今その調査をやっ

ているところでございます。それで、どうい

ういい結果が出るかというのは、まだ今から

の調査だものですから、その耕うんのあり方

がどうかというのは、今現時点ではデータと

してはありません。 

 

○吉永和世委員 耕うんをやることは、すご

くいい結果を出していると思っていいわけで

すね。実際はですね。その技術を開発するこ

とによって、またすばらしい結果をもたらす

こともあり得るということですよね。今のそ

のもみほぐしとかからでも結果が出ているん

だったら、またそれよりまさる何か耕うん方

法というのがあるとするならば、それはすば

らしい結果をもたらすだろうと思うので、そ

ういう方向性を持って、ぜひやっていただけ

ればなというふうにお願いしたいと。 

 

○氷室雄一郎委員 この事業は、21年度から

26年度までというかなり長い間やっておられ

るわけですけれども、この25年度も調査し

た、また26年度もやる、ここで改善状況につ

いても調査すると。費用対効果の面から、こ

れは毎回出てくるんですけれども、大体これ

までどういう効果があっているのか、もう尐

し具体的に示さないかぬと私は思うんです。

これからずっともう大分何年かやっておられ

ると。 

 他県では、こういう耕うんの事業もやって

おられるんですか。また、そういう効果がど

こかできちっと示されている県もあるんです

か。その２点についてちょっとお尋ねした

い。 

 

○平岡水産振興課長 このただいま御説明し

ました水深20メーター前後での耕うんにつき

ましては、九州農政局からの委託試験という

ことになっております。 

 これは、もともと平成20年６月27日に、諫

早湾干拓事業の訴訟の佐賀地裁判決を受けま

して、当時の若林農林水産大臣が、国が控訴

を決めたときに、有明海の再生に向けた取り

組みをこれまで以上に拡充強化することと

し、有明海特産魚類の生息環境調査や二枚貝

や特産魚介類の増殖技術開発などあわせて検

討してまいると、そういった発言に基づいて

できた事業ということでございまして、海底

耕うんを行って環境改善を図るということ

を、国としては実証事業という形でしかやれ

ないということで、こういった形で続けてい

るという状況でございます。 

 

○氷室雄一郎委員 それはわかるんですけれ

ども……。 

 

○鎌賀水産局長 補足してよろしいでしょう

か。 

 海底耕うんというのは、爪のついたもとも

とは貝なんかをとるような漁具なんですけれ

ども、網をつけずに爪だけをつけてひっかき

回すんですが、海底耕うんをやりまして、ま

たその後しばらく置いて、近くで生物を漁獲

して漁獲調査をやっております。それで、海

底耕うんをしたところと、あと全然いじくっ

てないところの比較をしております。海底耕

うんをやったところでは、生物がふえたりと

いう効果が見られているというところでござ

います。 
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○氷室雄一郎委員 それはわかるんですけれ

ども、何かそれなりのペーパーなり、ここの

場に出てきたことがあるのか、私はわからぬ

のですけれども、効果があります、効果があ

ります、なおかつ、また調査します、調査し

ますということで、それなりの事業をやって

おられるわけですから、私はそういうものを

開示していただければと思っておりますの

で。今回は、もうこれでできませんで、また

今年度も来年度もやられるわけです。しか

し、なおかつ調査と書いてある。前年度の地

先も調査する、ことしも調査すると。まず調

査をしながらやられる、それはわかるんです

けれども、その辺の費用対効果面から、何ら

かの資料がいただければと思っておりますの

で。 

 

○森浩二委員長 なかつですか。21年からし

ている事業で。 

 

○鎌賀水産局長 また、結果については、概

要を御報告させていただきたいと思います。 

 

○岩中伸司委員 いろんな施策で苦労され

て、水産業の振興、この有明海の振興を進め

られているので、今の話もそうですね。耕う

んも、これはそれなりに成果があったという

のはずっと聞いてきているし、これは20メー

ターじゃなくても、一般で使う耕運機を海へ

持っていって、どんどんアルバイトを使って

作業をしているとか、そんな改善はされてい

るんですが、一向に――例えば、今回もノリ

の色落ちの問題が先ほど言われたんですが、

やっぱり有明海全体の、この間のちょっと５

～６年でもいいんですが、ここ10年ぐらい―

―私は、以前から、やっぱり有明海そのもの

がよどんでしまうというか、こういうのが一

番の原因じゃないかと思うんですね。いろん

な研究をされている海流の変化なんかは、こ

の10年ぐらいでどうなったのか。 

 諫早湾干拓の問題がありますけれども、そ

ういう変化がなくて、だんだん潮流もやっぱ

り停滞していって遅くなっていっているとい

うふうなところに大きな問題があるような気

がしますね。よく言われるのが、大きな台風

が来て海をかきまぜたらよくなるとか、そん

な話もずっと聞いてたんですが、そういう自

然環境、大きな問題で、この有明海が疲弊し

てしまっているような――確かに、人的な汚

染の影響もたくさんあるとは思うんですが、

それはある意味ではちょっと微々たるものか

なと思うんですが、その辺の全体海流の動き

というのは、最近の情報は何かありますか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 有明海、八代

海の再生につきましては、環境省のほうの総

合評価調査委員会で審議しております。ちょ

うど11日、あすまたその会議が行われます。

ただ、状況としましては、いろんな課題を網

羅的に扱うということで、すぐにいろんな結

論はなかなか出にくい、やはり尐し時間もか

かっているという状況かなと思っておりま

す。 

 

○岩中伸司委員 やっぱり有明海全体、ある

意味では閉鎖海域になってて、以前のような

潮流が、やっぱりかなり減速というか潮の流

れがとまっているというようなことで、以前

も言ったんですが、荒尾の海岸、大きく４キ

ロぐらいは、本当大潮のときは引くんです

ね。４キロちょっとぐらい。干潟の中にエゴ

というのが、以前は深い川のようなやつがあ

ったけれども、これが今は全くなくなってし

まっているというふうなことを見れば、自然

環境、大きな環境の変化があるなということ

をつくづく常々思うもので、ちょっとお尋ね

をしたところです。 

 

○村上寅美委員 今まで発言があったことに
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全部関連すると思うけど、１点。 

 クルマエビの放流は、４県で、かつて800

万とか1,000万とかて話だったけど、今もや

ってんだろう。いつぐらいからやってるの。

アバウトでよかよ。 

 

○鎌賀水産局長 クルマエビは、40ミリサイ

ズで480万尾、14ミリサイズで100万尾、熊本

県だけですけれども……。 

 

○村上寅美委員 熊本県だけで、どれだけ。 

 

○鎌賀水産局長 全部で580万尾放流してお

ります。実績としては593万尾です。失礼し

ました。 

 

○村上寅美委員 その中で、今クルマエビの

水揚げ――要するに、春先放流して12月から

ずっととれるけど、我々は水揚げと言うけ

ど、生産量だな。それは大体わかる。大体で

いいけん。 

 

○平岡水産振興課長 平成24年が22トンでご

ざいます。 

 

○村上寅美委員 この数字は、対前年、ある

いは前年も低いけど、どうなの、この数字。 

 

○平岡水産振興課長 クルマエビの漁獲量に

つきましては、昭和61年に474トンという、

これがピークになっております。 

 

○村上寅美委員 私が言いたいのは、今先生

たちの話にもあったように、細部にわたって

は、非常にこれでこうしますというようなこ

とが戦術的にあるけど、まずもって有明海の

沿岸に魚がほとんどいなくなった。 

 特に、昔は出世魚と言いよったけど、今

は、ボラとか、コノシロとか――自分自身が

それで太ったというかそうだけど、もう今は

いない、有明海に。もう往生するぐらいあっ

たのがいない。 

 それから、クルマエビも――僕は何を言い

たいかというなら、諫早湾の調査を云々とい

うけど、先生も言われたけど、もう漁師は、

このきょうあすが命だというぐらい落ち込ん

でいるんですよ。 

 そこで、わかってることは、ヘドロの問題

をどうするかということが全然出とらぬ。ヘ

ドロに覆砂しよるわけだから、効果があるわ

けないじゃないですか。入ってしまうもん。

だから、抜本的な、畑の耕しと一緒で、国に

強く要望して、そして、ヘドロ対策を、これ

は荒尾から三角まで――西岡先生に聞いた

ら、天草はそれは大丈夫と言われる。深いか

らだろうね。 

 だから、このヘドロ対策というのは、もう

わかっとるのに全然しようと思わぬかと。鎌

賀局長、どがん考えとっとや。それは、ヘド

ロの上に今のこの事業をしよるどが。成果の

話もさっき出たけど。 

 

○鎌賀水産局長 まず、ヘドロの影響、ある

いは、どの程度たまっているかというのも、

まだ十分調査をされてない状況でして、まず

それの調査がきちんとやられるべきだという

話と、それとあと、ヘドロの対策につきまし

ては、しゅんせつなりをして、どこかポケッ

トをつくって入れるというような話を昨年も

水産庁などに要望しております。 

 ただ、事業としましては、既存の事業、漁

港ですとか港湾、あるいは漁場整備、そうい

ったものの範疇には入らないような事業でご

ざいまして、なかなか、国のほうも、こちら

の提案に対しては答えが返ってこないという

ふうな現状です。 

 

○村上寅美委員 最後にあんたたちにお褒め

の言葉も言おうと思うこともあるけど、危機

管理というか、緊張感というか、もう有明は
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死んどっとぞ。ノリも、あと２～３年でまた

物すごく落ちる。色落ちもだけど、いいもの

は落ちない。もうそれ自体が、それには２つ

ある。 

 １つは、何かというと、今覆砂覆砂言いよ

るけど、50年近く県が許可して何億立米とと

らせとるだろう。とってるだろう。とって、

それは瀬戸内海とか関西空港とか工業用に使

って、１割か２割かの砂しかとれない砂をと

って、７割８割のヘドロはそのままですよ。

50年間。有明海がいいわけないじゃないか。 

 君は、調査調査言うけど、我々が行ったっ

て１メーター以上あるよ、ヘドロが。それだ

けたまっとるから、もうエビなんか潜りきら

ぬとたい。だから、そういう、わかってるこ

とは、抜本的に国に要望するのと、県のほう

ですぐ対策しなきゃいけない。それから、雲

仙の普賢岳でもこっち来てるんですよ。だか

ら、大きいのは、俺はこの２つと思うたい

ね。 

 それから、120年間、有明海というのは干

拓がされてないということは、昔は100年周

期でやっとったけど、もう全然120年やって

ないということは、我々の生活排水、山の台

風被害、川に入ったらヘドロだからな。それ

が、この前五手君も言いよったけど、阿蘇の

ときは１週間たたずに白川まで、これは急流

だったけどな、来てるわけだから。だから、

そういう状況になっているということの抜本

的なことを鎌賀君は検討してもらいたいと思

うね。 

 だから、これは相当数何百億の仕事だろう

から、国でやるかどうかは別にしてもやって

もらわないと。田崎の市場で250億売ってた

荷受けが100を切ってるんだよ、今。10年前

の４割しかなかっだけん。それだけ魚は魚離

れで安いけど激減している。それをずっと頼

っていくとは、やっぱりこの天草、有明海に

来るわけたいね。だから、抜本的なことを聞

いてもらわないけないと思うわけたいね。 

 それから、もう一人の局長渡辺君、ぜひ環

境問題としても、今鎌賀君が言ったように、

漁業で予算がつかぬでも、有明海再生特別委

員会をつくったときは環境でつくったでしょ

うが、熊本県が最初。だからもう環境問題

で、今言うごて漁場は汚染されているという

感覚のもとに、ぜひ――だから沿岸道路も急

いでいるわけですよ。沿岸道路は国交省、そ

れから水産振興は農林水産省、それから環境

整備は環境省で、３つぐらいの省が絡むわけ

ですよ。絡んでできるわけだ。要は、熱意が

いまいち感じられぬとたいね、これについて

は。 

 それから、お礼の言葉も言いたい。 

 ウナギの話だから恐縮だけど、絶滅危惧種

ということで、東アジアで非常に問題になっ

て、これはワシントン条約という形に今なっ

たけど、ワシントン条約にこのホンマグロと

ウナギがのったら、貿易はもう禁止になって

しまうけんね。 

 だけん、そうならないために、日本で、ま

ず親ウナギを我々が放流しているのを、放流

した翌日は天然ウナギでとるんですよ。我々

は、２年も３年もたって１キロに２～３匹ま

で成長させたやつを義務的に放流するわけで

す。シラスをとるから。放流した翌日は、八

代あたりで天然でとって、築地に送ればキロ

１万円する。こういう矛盾があるわけよ。だ

から、これは長官と今話よるけど、農水省

で、それでじゃあ禁止の方向でというけど、

結局漁師もおるもんだから。 

 ところが、私に言わせりゃ、ウナギ専門で

とって365日生活をしている漁師はいないは

ずだ、一般の漁師さんの中にウナギも入ると

いうことはあるけどと言って、それで、水産

庁がそういう方針を出して、浜名湖から全国

を回って熊本県にも何回か来とるはず。 

 そしたら、熊本県は、漁協の管理委員会

と、それから内水面の管理委員会と開いても

らった、県主導で。一発で100％、10月１日
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から翌年の３月31日まで、要するに産卵に行

く下りウナギは禁止ということを、これは水

産課の努力ですよ。全国で最初。 

 だから、これは非常に水産庁も買ってるか

ら。だから、上京したら水産庁も言うと思う

けど、ぜひひとつ、有明海、八代海について

の環境整備を、渡辺局長、これは頭に入れて

もらってやってください。答えはどうせ同じ

ことだけん、要望でもう結構です。 

 

○鬼海洋一副委員長 最後の委員会ですか

ら、私も一言意見を申し上げたいと思いま

す。 

 今の岩中委員、それから村上委員の発言と

いうのは、非常に大事なことだというふうに

思っております。 

 諫早湾の干拓の開門ということで、これを

一つの大きな目標といいますか、土台とし

て、有明海全体の調査をするという、これは

非常に一番いいことですけれども、それにか

まけて基本的な取り組みが欠けているのでは

ないかというふうに思っています。 

 さっき、岩中委員のほうからは、この有明

海そのものがどういうぐあいに変化している

かということを総合的に検討すべきではない

か、村上先生のほうからも、そういうお話で

した。 

 これはもう有明海に流入をする、例えば白

川であり、あるいは筑後川であり、こういう

ところの例えば山の開発であり、あるいは都

市の開発、それから河川の整備、こういうも

のが、今もお話があったように、阿蘇で何か

あれば１週間でおりてくるという。こういう

生活構造上、地球の構造上の変化が非常に大

きく変化してきているわけですよね。 

 そうすると、ヘドロが無制限に流入してい

る、そのヘドロを除去しないままに覆砂をす

る、耕うんをする。何か人間の体で例える

と、構造的にどこかが変わってきて大きな変

化が来ている、それに途中をどこか手術をし

たりこう薬を張ったり、そのことだけが重視

されて、基本的な変化そのものから来る有明

海の総合的な変化、このことが見過ごされて

きて、そのことに対するアタックをしようと

いう方針がどうもないんじゃないかというふ

うに思っております。 

 もともとこの有八の特別委員会が発足をし

て、そのときは、非常に緊張感を持って、積

極的に、今言ったような問題がどうなのかと

いうことをやったんですよ。そして、この環

特の中に有八が入って、どうもその辺から、

尐しそういう意味で、有明海そのものの構造

変化に対する取り組みというものが尐し欠如

してきているんじゃないかなというふうに思

っております。 

 もう一回言いますと、対症療法的なことに

奪われてしまって、とてもそれで対応できる

のかなという問題を私たちは感じているわけ

でありまして、もう一回、この有明海そのも

のの環境の変化が、総合的にどういうぐあい

になっているのかという大きな意味での対

策、対応の方針を立てるべきではないかとい

うふうに、この十数年間、この委員会の中に

おりながら、そんなことも今感じているとこ

ろです。大体最初からおる者は、共通してそ

ういうぐあいに思っていると思いますが、も

う一回これ立ち返っていただきたいというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

 

○森浩二委員長 要望でよかですか。何か意

見はありますか。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 有明海、八代海再生のための抜本的対策に

ついていろいろ御意見を賜りました。私ども

も、特別措置法が平成15年にできて、そして

国の基本方針ができ、県の計画をつくりなが

ら、川上から川下にかけての対策ということ

で取り組んできているところでございますけ
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れども、11年経過しても、やはり抜本的に改

善する傾向がなかなか見えてこないという状

況がございます。確かに、これをもっと抜本

的に、そのヘドロの問題も含めまして、どう

いう形で取り組めばいいのか。 

 今、国のほうで、平成23年度に、有明海・

八代海総合調査評価委員会が再開いたしまし

た。この再開に向けては、九州各県ともに、

ぜひこの専門委員会をもう一度再開して、そ

ういった抜本的対策を検討してほしいという

ことで要望を行って再開していただいたとこ

ろでございます。 

 国にばかり頼るわけではございませんけれ

ども、研究の第一人者が集まった国のこの総

合調査評価委員会におきまして、有明海再生

の加速化に向けた方策を示していただけるよ

うに、県としても要望を行っているところで

ございますけれども、今後、また九州各県と

も連携し、また、私たち執行部も連携しなが

ら国への必要な要望を行い、県としてできる

対策に取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○村上寅美委員 この有明海・八代海再生特

別委員会というのは独立してできとったつ

ぞ、これは数年前まで。それから、我が党で

話をして、特別委員会の見直しのとき、環境

の中に入れて頭出しでどうかという相談が俺

と西岡先生にあったから、もうそれで十分だ

ということで、それで、特措法というのも、

本当、これをつくったとき、熊本県からのや

っぱり砂とヘドロ問題で、熊本県が言って特

措法というのはできたんだよ、これは。君た

ちも知ってると思うけど、４県に投げてでき

たんですよ。 

 だけん、その抜本的な基礎は、熊本県の職

員が委員会で出したのを我々が承認して、そ

れを４県は右へ倣えに当時はなったはずだ、

幾らか調整あったけど。熊本県が抜本的につ

くっているんですよ。だから、熊本が一番熱

意があった。今感じないんだよね。 

 だから要望だけど、渡辺局長、しっかりい

っちょ頼むよ。君が筆頭だろう。部長がおる

か。 

 

○谷﨑環境生活部長 済みません、目立たな

い存在で申しわけございません。環境生活部

長でございます。 

 今、副委員長初めお話がありましたとお

り、非常に委員のそれぞれのいら立ちの部

分、よくわかります。確かに、今福田課長が

申し上げましたように、11年やってまいりま

したけれども、今改めて考えるに、そのとき

議会からいただいた提言、これに沿って、私

どもとしては、それに対してこうやってみま

すということで、非常に対症療法的な――今

副委員長からも御指摘がありましたように、

それに応えていれば何とか有八の再生に向か

っているのではないかという錯覚を起こして

いた部分もあったかもしれません。 

 もう一度原点に返るという部分につきまし

ては、さっき福田課長が言いましたように、

うちとしては、国のほうの総合調査委員会の

検討結果を本当に固唾をのんで待ってる状況

でありますけれども、ただ、この前山口委員

からも御質問ありましたように、それを待た

ずとも我々ができることをやらなきゃいけな

いという部分では、前回の委員会の中でも必

死さが足らぬという話はありました。どうし

たらいいのかということを我々ももがいてい

ますけれども、まず一つ一つのその対症療法

をやりながらも、やっぱり川上から川下まで

の対策を何とか――先ほど、岩中委員の人為

的なものでもあるのではないかという思いの

中で、人為的なものもやりながら、それでも

水質が一体どうなったら昔の豊穣の海に返る

かということを、ちょっと我々としても、水

産サイド中心ではありますけれども、もがい

ておりますので、いま一度、また来年度もこ
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の委員会を開いていくと思いますけれども、

御示唆をいただきながら、それぞれの取り組

みの中で検討させていただきたいと思いま

す。 

 抜本的な取り組みというのは、数値で見る

限りにおいてもなかなか変わりません。そう

いう意味では、我々も、非常に、どうやった

らこれが問題解決になるかということについ

ては、大きな宿題を持ちながらも、意識を持

ちながらやっていますので、引き続き御示唆

をいただきたいと思っております。 

 済みません、答えになりませんけれども、

来年頑張りますというまた決意表明でござい

ますけれども、よろしくお願いします。 

 

○村上寅美委員 最後に、先生方にあれして

おきますけど、港湾課長、有明海に港湾の漁

業組合は幾つある。百貫港と河内港と長洲

か、３つか４つだろう。 

 

○松永港湾課長 ちょっときょう、今手持ち

の資料がないものですから、多分もっと多い

と思うんですけれども……。 

 

○村上寅美委員 ３つか４つのはずですよ。

それは八代の大築島までヘドロを積んで捨て

にいきよる、港湾のところは。 

 漁港課長、もう言わぬでも俺のほうで答え

言うけどね、漁協は、１部会と２部会で幾つ

あるね。15……(｢15です」と呼ぶ者あり)15

あるでしょう。15のうち３か４が港湾です

よ。あとの10幾つは漁港ですよ。このヘドロ

が動かぬわけたい、局長。港湾のは大築島ま

で持っていきよる、高い運賃かけて。だか

ら、やっぱり有明海にすぐできるというか、

その辺は、有明海でちゃんと計画して、設置

して、そして適地もありますよ。ここの組合

長に聞いてみれば。 

 だから、ぜひひとつ、これはもう要望しと

くから……(｢そういう方法も含めてですね」

と呼ぶ者あり)うん。だから、なかなかて言

うたばってん、なかなかじゃなかたい。出と

る答えもできぬけん。河内漁港はやってます

よ。河内漁港は埋め立てして、60何万か、こ

れはもう漁協が犠牲になってでもやらないか

ぬというてね。 

 

○原田漁港漁場整備課長 46万立米です、残

土処理受入地は。 

 

○村上寅美委員 そういうことですから、ぜ

ひひとつ。 

 

○森浩二委員長 要望でいいですね。 

 

○村上寅美委員 要望たい。もう答えは出ら

ぬもん。もうよか。作文ば答えば聞いたっち

ゃ出らぬけん。 

 

○山口ゆたか委員 部長の覚悟を聞いた上

で、また言うのははばかられるんですけれど

も、言わせてください。 

 その中で、27ページの干潟等の実態の把握

というのがあるんですが、村上先生の問題提

起もそうでありますし、また、私たちが身近

なところで受け取るのは、八代湾奥北部沿岸

の浅海化等の問題もあると思いますけれど

も、長年かけて堆砂したものというのが、ど

ういう実態であるのか、やっぱり把握してお

くべき必要があると思います。 

 国に対しても、より具体的な意見を出すた

めには、やっぱりそういった今の干潟等の実

態の把握を進めていくべきだと思いますの

で、そういったことも来年度等に向けて考え

ていただければという形で意見で言わさせて

いただきます。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 要望でよかですか。 
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○山口ゆたか委員 もうよかです。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○吉永和世委員 複合養殖技術の開発という

ことで、すばらしい技術を開発されたという

ふうに思うんですけれども、魚の生活環境と

いう部分で考えたときに、藻があるかないか

によってはすごくやっぱり違うんだろうとい

うふうに思うので、これは藻をつくるための

技術を開発されたというふうに思っていいと

思うんですよね。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 海藻は、その

ように海を浄化し、または稚魚なんかの育成

の場になるという一石二鳥の効果がありま

す。ただ、それだけではなくて、それを当然

人間が食べるような海藻も多くございまし

て、そういう食べれる海藻をふやすことで、

一石三鳥になる目的を持っております。 

 

○吉永和世委員 こういうすばらしい技術な

んだろうなと思って、言ってほしかったんで

すね。だから、あえて質問しましたけれど

も。 

 将来は、海の森づくりじゃないけれども、

何かそういったことを想像しとっていいわけ

ですよね。これは、ある程度もう技術的には

確立できて、今実験中と言われましたけれど

も、その効果は十分できつつあると思ってて

いいですか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 アオサの養

殖、ヒトエグサの増殖、トサカの増殖、今着

々と進んでおると思っております。 

 

○吉永和世委員 期待しております。 

 

○森浩二委員長 それでは次に、地球温暖化

対策に関する件について質疑はありません

か。 

 

○西岡勝成委員 バイオ燃料エネルギーにつ

いてお尋ねしたいと思いますが、これは廃棄

物対策課、環境立県推進課、エネルギー政策

課、それぞれ非常に関係があると思うんです

が、この前、もう随分前ですけれども、テレ

ビを見とったら、東京砂漠じゃなくて、東京

油田ということで、そういう廃棄油を処理し

て油田という。女性社長でしたけれども、物

すごい量がそこで生産されるというあれを見

まして、なるほど――今、バイオエネルギ

ー、非常に円安で、燃料が高くなっています

ので、また大いに注目をされているところで

すけれども、県内で、仮にどのぐらいの廃油

が回収されて、その処理は今どういう状況

で、ただ単に燃やされているのか、それを再

利用されているのか、どのぐらい使われてい

るのか。 

 どういう経過で――そういう何かＪＩＳマ

ークのついたバイオ燃料として許可を得てい

るところは東光石油だけというような話も聞

いておりますが、そういう処理業者があっ

て、そういう育成をどうされようとしている

のか。非常に大きな話になってきますけれど

も、県内全体でどのぐらいの廃油が出てくる

のか、製造されるのか、そして、それをどう

処理をして、どういう活用をしていこうと基

本的にされているのか、この辺も含めてお尋

ねをしたいんですけれども。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 今、バイオ燃料に関するお尋ねでございま

す。 

 バイオ燃料といいますのは、国の揮発油の

品質の確保等に関する法律という、一定の品

質を確保するための法律がございますけれど

も、その中で、バイオ燃料として国のほうが
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位置づけておりますのは、軽油と脂肪酸メチ

ルエステルといいますけれども、これは使用

済みの食用油ですとか菜種油などの食用油か

ら製造されるものでございますけれども、こ

れを軽油に５％まぜ込んだもの、Ｂ５燃料と

いいますけれども、これが国のほうが法律の

中で認定をするバイオ燃料ということでござ

います。 

 そのバイオディーゼル燃料の原料となりま

す食用油でございますけれども、これが県内

でどのくらい排出しているのかということ、

これは若干前、平成21年度の調査によるもの

でございますけれども、食料品の製造業です

とか、飲食店あるいは旅館などでございます

けれども、そこから出てくるのが年間で約4,

000トンぐらい、それからあと、家庭から排

出されるもの、これは明確ではございません

が、推計で年間で約2,000トンぐらい、合わ

せて6,000トンくらいが、その使用済みの食

用油として出てくるものの量であろうという

ことでございます。 

 それで、このバイオディーゼル燃料でござ

いますけれども、結局、化石燃料にかわって

そういった食用油などから燃料がつくられま

すので、地球温暖化防止に資するといいます

か、貢献するような燃料であるということで

ございます。 

 例えば、菜種油を使ったバイオディーゼル

燃料の製品化というような取り組みは、各市

町村でこれまでも行われてまいりました。し

かしながら、このバイオディーゼル燃料の課

題としましては、品質が一定しないという課

題がございます。そういったこともあって、

なかなか広く普及するまでには至っていない

というのが現状でございます。 

 このため、県としましては、平成19年度

に、産学官が連携しまして、熊本県立大学の

篠原教授を会長としました研究会というもの

をつくって、これまで品質向上に向けた研究

会を行ってまいりました。 

 それと、もう１つ、県としましては、そう

いった事業者がつくられたバイオディーゼル

燃料の品質がどの程度のものかという品質検

査を県のほうで委託をして行うという事業

で、品質向上を県としても進めてきたところ

でございまして、先ほど委員からお話がござ

いましたように、昨年12月に、やっとこの経

済産業省の一定の製造販売の水準というもの

がございまして、その水準を満たす燃料とい

うのができるようになったということで、経

済産業省の製造販売の認可を受けて販売が開

始されたところでございます。 

 これまで、県としましては、そういった技

術向上の支援を中心に行ってきたわけでござ

いますし、また、今後も、ほかの事業者のレ

ベルアップが図られるように、そういった技

術向上の研究会は続けていきたいと思ってお

りますけれども、今後は需要が拡大していく

ということが大事でございますので、そうい

った需要拡大も図られるように、例えば県の

公用車でも率先利用をするとか、あるいは、

市町村や民間企業に対して、この燃料の持つ

意義などを積極的にＰＲしていって、そうや

って普及を進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 まず、家庭食用油を回収す

るシステムも必要ですよね。多分昔は石けん

に活用したりなんかしよった部分もあるんで

すけれども、そういう回収、そして、回収し

たら、その製品を再利用するための技術、そ

してそれをエネルギーとして使う、３つあり

ますよね。その流れをきちっとやっぱりつく

ってやらないと、なかなか再利用しにくい部

分がありますので、ぜひ３課連携をとってや

ってほしいと思うんです。 

 経済委員会にも牛深の水産加工業から陳情

が出ておりますが、かなりの燃料を使って、

この燃油高で苦しんでるんですけれども、そ
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れを仮にボイラーに使って大丈夫かとか、バ

ーナーに使って果たして熱量がどうなのかと

いうのはわかってないんですね、まだ。 

 だから、その辺のことも含めて、例えば温

泉でもそういう使うところがあるだろうし、

農家のボイラーだって使うところはたくさん

あるので、そういう一つの流れをぜひ早目に

つくっていただいて、それぞれ、出すほう、

再利用するほう、使うほうの流れをぜひ早急

にできるような対応、政策をぜひ進めてほし

いと思いますけれども、部長、その辺はどう

ですかね。 

 

○谷﨑環境生活部長 先ほどから話があって

います、東光石油を中心として、総務省から

の補助を受けて、今１業態がやろうとしてい

ます。 

 今、西岡委員から話がありました消費の部

分、これがなかなか進まない。うちのほうと

しても、先ほど福田課長が話しましたよう

に、公用車等にも利用しようと思いますが、

そういう意味での実証実験をしながら、ちゃ

んと動くんだと、使えるんだということを示

していくことが大事だと。 

 今おっしゃったように、漁業、農業、こう

いった第１次産業のところにも十分使えるも

のだと我々も確信していますけれども、なか

なかやっぱり使ってみてみないと、実際その

機械が壊れたら困るというのも本音としても

あると思いますので、ちゃんと使えるという

ことを実証しながら、その実証の結果を示し

ていきたいと思います。 

 確かに、市場開拓が大事だということは、

この業態も非常に今の悩みでございますの

で、それと連動した形で、我々も、そこが一

番支援していけるところですので、頑張って

いきたいと思います。 

 

○西岡勝成委員 熱量とか、例えばバーナー

で燃やす場合、においが出るとか、いろいろ

な、現実に使ってみると、例えばバーナーに

すすがたまるとかそういうことで、ボイラー

屋さんが、それは使うなというようなこと

で、いろいろ現実問題としてあるんですよ。 

 そういうのも含めて、やっぱり実証実験を

重ねながら、スムーズにリサイクルができる

ような形をぜひつくってほしいと思います。

そういうＪＩＳで規格されたものが経済産業

省であるとすれば、それはもうそういうのを

クリアしているはずでしょうから、ぜひお願

いをいたします。 

 

○鬼海洋一副委員長 交通政策課ですか。天

草で、この菜種油、それから今西岡先生がお

っしゃったようなことが発足をいたしまし

た。そのときに、三角線のディーゼル、これ

に活用しようということで働きかけをされた

し、それから、その周辺に、シンボル的なも

のとして菜種を植わすというようなこともあ

ったと思うんです。この辺は、交通政策課は

その後は引き継がれているんでしょうか。 

 

○財津交通政策課審議員 交通政策課でござ

いますが、今の話、済みません、勉強不足

で、ちょっとそこは把握しておりませんの

で、ちょっと調べたいと思います。 

 

○鬼海洋一副委員長 そういうのが過去取り

組まれてきたと思いますが、継続されている

かどうかが、特に天草も苦戦をしているとい

うふうにお聞きいたしておりますので、ぜひ

よろしくお願いしたいというふうに思いま

す。 

 

○森浩二委員長 わかれば後で教えてくださ

い。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○岩下栄一委員 結局、バイオ燃料もＣＯ2

はかなり出るわけでしょう。そこで、熊本大
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学が、燃料電池、太陽電池というか、の研究

開発で、従来のコストの10分の１でできると

いうことを研究を成功させました。熊本初の

ＣＯ2削減の一つの大きな技術なんですね。 

 したがって、こうしたことを県がどうやっ

て応援していくか、あるいは、一般に普及さ

せていくかということについて、谷﨑部長さ

んあたりの見解を。 

 

○高口新産業局長 新産業振興局でございま

す。 

 今、岩下委員のものは、熊大の松本先生た

ちのグループがたしか開発された技術だと思

います。まだ、いわゆる基礎研究が今形にな

りつつあるということでございますので、熊

大とは、今までマグネシウム等いろんな部分

で一緒に共同研究をやってきた経過もござい

ますので、今後、そういった熊大と、県内で

も燃料電池に非常に関心は持ってらっしゃる

企業さんはございますので、そういったとこ

ろを含めて、産学の連携で何かやれることを

これから検討してまいりたいと思っていま

す。 

 

○岩下栄一委員 要するに、地球温暖化対策

はＣＯ2をいかに減らすかということが非常

に大きなテーマだから、ぜひ、燃料電池等

で、新しいエネルギーとしてＣＯ2を出さな

いやつを県でも応援してお願いしたいと思い

ます。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 なければ、次のその他に移

ります。 

 その他の質疑はありますか。 

 

○佐藤雅司委員 温暖化対策とも、一つ広義

に言えばかかわりがあるのかなと思いました

けれども、阿蘇の車帰の砕石場、知事の４カ

年戦略の中で、終掘というのがたしか出とっ

たと思いますが、その辺の方向性はどうなっ

ているのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○奥薗産業支援課長 阿蘇の車帰の砕石場に

つきましては、公園区域であるというような

ことで、平成28年に終掘ということで現在動

いているところでございます。 

 内容的には、業者がいて、地元があって、

それを供用しているような形で動いている現

実がございます。そういうことから、現在、

どういう形で安全に終掘ができるのかという

ことを専門家も含めて検討をし、そのシナリ

オづくりをしているところでございます。 

 地元とも、現在、協調しながらといいまし

ょうか、一緒になりまして、年間でいえば３

回程度現場に一緒に集いまして、それを一つ

一つ積み上げているところでございまして、

来年度あたりにその具体的なシナリオという

のができてくるのではないかというふうに思

っているような状況でございます。 

 

○佐藤雅司委員 28年度終掘ということで、

それぞれ経過については私もつぶさに聞いて

いるわけじゃありませんけれども、尐しずつ

は聞いております。ただ、もう26年ですか

ら、２年しかないんですね。 

 課題が、地元に対するもの、あるいは業者

に対するもの、それから、後の修景緑化等々

に対するもの、たくさん課題があるというふ

うに思いますけれども、もうこのあたりでひ

とつ終掘に向けて、そうであれば、シナリオ

をある程度描いておくべきじゃないかと。 

唐突にきょう言うて、あしたからやめろとい

うわけにはいきませんので、そうしたことが

もうそろそろ出ていくべきだというふうに思

っておりますけれども、その辺いかがだろう

かなと思って。 
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○奥薗産業支援課長 この問題につきまして

は、庁内にＰＴ、プロジェクトチームをつく

らせていただきまして、各連携をしながらや

らせていただいておりますので、また、３月

末には、そういうＰＴ会議も開かせていただ

いて、県として、しっかりとした方向性を持

ちまして、シナリオを表に出してまいりたい

と思っているところでございます。 

 

○佐藤雅司委員 よろしくお願いします。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 それでは、続きまして、付

託調査事件の閉会中の継続審査についてお諮

りします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 それでは、閉会に当たりまして、本日は、

今年度最後の委員会でありますので、一言御

挨拶をさせていただきます。 

 昨年３月、委員長に選出いただき、この１

年間、当初の佐藤前副委員長及び急遽ピンチ

ヒッターとして鬼海副委員長の御協力を得

て、本委員会を進めてまいりました。 

 委員の皆様方には、終始御熱心に御審議い

ただき、委員会がスムーズに進行しましたこ

とに対し、心から感謝を申し上げたいと思い

ます。 

 当委員会は、３件の付託調査事件について

審議を行ってまいりましたが、産業廃棄物処

理施設の公共関与に関する件では、もう本

当、ことし着工に至りまして、中島課長が何

か１人でやっているような印象でしたけれど

も、本当に御苦労さまでした。 

 それと、有明海・八代海の環境保全、改善

及び水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件では、残念ながら先ほどの色落ちの問

題が出て、やはりこの有明海の再生というの

は大変難しいものだなということを思いまし

た。 

 それと、最後に、地球温暖化対策に関する

件ですけれども、これはもう目に見えないの

で、根気よくやっていくしかしようがないと

思っておりますが、また来年度も引き続きよ

ろしくお願いします。 

 そして、昨年10月には、沖縄県の宮古島と

石垣島へ管外視察を行いました。干潟、風力

発電及び太陽光発電などの現地を見て、自然

環境を保全しながら共生することの大切さを

肌で実感することができたと思います。 

 また、谷﨑部長を初め執行部の皆様方にお

かれましては、付託調査事件に関するそれぞ

れの取り組みについて、わかりやすい説明や

報告をいただき、ありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。 

 最後になりましたが、各委員並びに執行部

の皆様方のますますの御健勝、御活躍をお祈

りして、簡単ではございますが、閉会に当た

っての御挨拶とさせていただきます。 

 １年間大変ありがとうございました。(拍

手) 

 副委員長のほうから御挨拶をお願いしま

す。 

 

○鬼海洋一副委員長 ピンチヒッターで、こ

の副委員長席に座らせていただきましたけれ

ども、皆さん方の御協力をいただきましてま

ことにありがとうございました。 

 今、森委員長からお話のとおりに、引き継

ぐ課題がいっぱいあるわけでありますので、

今後ともお互いに頑張っていければいいと思

っておりますので、執行部の皆さん、どうぞ
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よろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。(拍手) 

 

○森浩二委員長 以上で本日の議題は全て終

了しました。 

 それでは、これをもちまして、第16回環境

対策特別委員会を閉会いたします。 

  午前11時58分閉会 
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